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一 般 質 問 通 告 一 覧 表 
◆９人が質問を行います。 
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質 問 事 項 質 問 要 旨 答弁者 

松 居  亘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．（仮称）結

いの森公園

整備事業に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年３月１５日に執行された町長選挙において、久保町長は、その選挙公約の中に「若 

い世代から要望の多い、大型遊具のある公園の実現」を掲げられ、選挙期間中も、公園の実現につ

いて多くの人から、要望をお受けになったと聞いています。 

小さなお子さん達に喜んでもらい、ご家庭の皆さんにも多賀町で子育てをすることに誇りをもっ

ていただけるよう、他の市町の公園に行かなくても多賀町で誰もが遊べる、皆さんが満足して利用

していただける公園にしたい、とも述べておられます。 

公園の実現に向けて、場所については既に決定し、先の１２月定例会では公園整備に関する補正

予算が上程され、議会で審議、可決となり、いよいよ本格的に公園整備事業が始まります。 

以上のことを踏まえまして、今後の取組方などについて伺います。 

 

① 都市公園法の適用は受けるのか、設置に関する法的な位置付けは。 

 

② 多賀町都市計画マスタープランにおける位置付けは。 

 

③ 総事業費とその財源は。 

 

④ 今後の行程は。 

 

⑤ ランニングコストの試算は。 

 

⑥ 住民の意見をどのように取り上げていくのか。公園のあり方検討会の設置は。 

 

⑦ 大型遊具の規模と配置は。多目的オープンスペースの配置は。 

 

⑧ 夜間照明の設置は。 

 

⑨ ユニバーサルデザインの取り組みは。 

 

⑩ 子どもが環境学習できる場所づくりは。 

 

 

① ～⑤ 

企画課長 

 

⑥ ～⑩ 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



富 永  勉 

 

 

１．公共交通の

あり方、公

共交通利用

促進会議の

進捗状況に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の定例会に引き続き、公共交通のあり方、公共交通の利用促進について、一般質問をします。 

前回の定例会後、産業建設常任委員会の事務調査において「公共交通利用促進会議の経過について」

の説明を受け、審議したところですが、地域住民の皆様にも知っていただくための一般質問とご承知願

いたい。 

公共交通利用促進会議は、地域性、男女比、世代層を考慮し、公共交通に関心をお持ちの方、６名の

委員で構成され、今日までに３回の会議を開催し、貴重なご意見、ご助言をいただき、検討が進められ

ています。 

会議の内容は、公共交通の現状と経過の確認、聴き取り調査、愛のりタクシー乗降場所の分析、事業

者との意見交換などについて議論されたところであります。 

公共交通のあり方については、先ず、地域住民の皆様のご意見、ご不便などを伺うことが必要不可欠

と考えられ、各集落に出向いて聴き取りをおこなう予定でしたが、コロナ禍で福祉サロンなど多くの方

が集まられる機会が少なく、今後、個別に訪問するとの説明がありました。また、コミュニティバスの

廃止・縮小、見直しに伴って、これに替わる「愛のりタクシー」が整備されたが、７割の方が利用され

ておらず、今後、利用の周知、啓発に努める、加えて、多賀町里づくり魅力化プロジェクト会議の進捗

と合せ、連携して取り組むとの説明がありました。 

そこで、次の件について伺います。 

 

① 個別訪問の対象とする方は、また、聴き取りを終える時期は。 

 

② 愛のりタクシーの普及、啓発の方法は。 

 

③ １月に開催された多賀町里づくり魅力化プロジェクト会議で委員の方より、「法人をつくって、移送

サービスや買い物支援ができるようにしたいと考えている。」とのご発言があったが、町の見解は。 

 

④ 今後の公共交通利用促進会議での議論、検討内容は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．（仮称）多

賀スマートイ

ンターチェン

ジの進捗状況

について 

住みよい多賀町、将来に向けて、令和３年度以降の大型事業では、新たに都市公園の整備、（仮称）

久徳認定こども園の整備に伴う園舎の建て替えなど、また継続して（仮称）多賀スマートインターチェ

ンジの整備が着々と進められています。 

新たな事業は、始まったばかりの準備の段階でもあり、今後、議会でも随時、説明を受け、慎重な審

議をおこないますが、今回は、（仮称）多賀スマートインターチェンジの整備の進捗状況について伺い

ます。 

事業について、その都度、説明を受けているところですが、当初計画よりの大きな変更は、上り線に

おいては、県道との交差を平面交差から立体交差に変えること、下り線においては、計画地内に町有地

が在ることが解り文化財の調査にかかる費用負担が必要になったことの説明を受けています。 

事業費が２６億円以上の事業であり、また町だけでなく国、県、ネクスコ中日本、地元地区との調

整、協議の中で、一定の変更はやむを得ないことで、事業を進めるのは大変、苦労されていると認識し

ているが、改めて今後の進捗について伺う。 

 

 

① 令和３年度の事業計画は。  

 

② 地区協議会との調整は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域整備課長 



近 藤  勇 １．獣害対策につ

いて 

 

令和２年第３回９月の定例議会において獣害対策について質問をしましたが、再度、質問します。 

当時の答弁は、担当課長より、「山中に追い込みつつ、人里を怖がり、山林にとどめるという効果的

な追い込みは必要であるが、爆竹等での追い払いは一時しのぎである。また、電動連射ライフルは、事

故が起こるのを避けるため、貸し出し等は行っていない。併せて、生息環境の管理と獣害防止対策の両

立、出没させない環境づくりが必要である」との趣旨でした。 

しかし、情報誌によりますと、福井市において、「モンキーバスターズ」たる組織を立ち上げ、獣

害、サルの対策に取り組んでおられることが紹介されていました。この組織は、女性３人で構成されて

おり、大声で「コラ！畑に入ってくるな！山に帰れ！」と声を上げ、電動連射ライフルでの威嚇射撃を

行い、地道な取り組みであっても、「出没する頭数が少なくなってきている。」と効果があることが掲

載されていました。 

本町においても、このような組織を構築することは可能だと考えます。 

本町の農業を生業としている皆さん、家庭菜園を楽しみにしている皆さんが、安心して農業に取り組

めるためにも行政が働き掛け、組織を構築し、支援することができないものか、次の点について、伺

う。 

 

① 集落獣害自営組織育成補助金での支援をおこなっているが、活動内容と効果は。 

 

② 爆竹、ロケット花火での追い払いは一時しのぎである。との見解の中、他の効果的な支援の考えは。 

 

③ 日常的なサルの追い払いをおこなう組織の立ち上げの考えは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業環境課長 

 



２．危機管理意識

について 

 

本町の新型コロナウイルス感染症の現状は、住民の皆さんの感染症対策に対する高い意識のもと、感

染された方は希少であります。しかし、いつ誰が感染するかは分かりません。 

 このような情勢の中、最近、町行政からは、感染された時の人権への配慮の啓発は目にしますが、感

染対策への取り組みの姿をあまり目にすることはありません。町行政の新型コロナウイルス感染症の

「支援」は、県下でも逸早く、また、住民に寄り添った支援は行われていますが、「対策」の面におい

て住民の皆さんの意識・心掛けに頼るだけでなく、町行政としての日々の取り組みが必要と考えます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策でのワクチン接種も始まろうとしていますが、全国民、全町民

の方の接種が終わるのは、まだまだ先のことで、この間に自然災害の発生が無いとは言い切れません。

新型コロナウイルス感染症は「災害である。」とも言われており、コロナ禍で自然災害が発生した場

合、災害が重なることとなり、これらには万全の対策を講じておかなければなりません。 

 他にも、令和２年第３回９月定例会では「多賀町の教育施設などと全家庭に安定ヨウ素剤の事前配布

を求める請願」は、本会議において採択したところですが、その後の経過も確認したいところです。 

 災害は「忘れた頃にやってくる。」と昔から言われています。安全、安心な多賀町として、いつ起こ

るか分からない自然災害、原子力発電所の事故に備えた危機管理意識、また、新型コロナウイルス感性

症においては、感染された方が希少だからと気を緩めず、希少な時だからこそ、油断なく、対策、啓発

をおこなっていく必要があるのではないでしょうか。 

 災害に対して迅速、かつ適切な対応が取れるものか、町行政の危機管理意識について、次の点につい

て、伺う。 

 

① 新型コロナウイルス感染症対策の啓発は、全世帯の加入率６割の有線放送だけでなく、他の啓発手

段の考えは。 

 

② 新型コロナウイルス感染症において、感染された方への生活支援をはじめとする総合的な行動方

針、マニュアルは作成しているのか。 

 

③ コロナ禍で自然災害等が発生した場合、感染対策を講じた避難所の開設の訓練は。 

 

④ 安定ヨウ素剤の教育施設への配布状況、また、全家庭への事前配布の考えは。 

 

 

 

 

町  長 

 



神細工 宗 宏 

 

 

 

 

１．感性と想像力

を高め、命を

大切にする人

を育む「木

育」について 

林野庁が木材利用の普及啓発として進める「木づかい運動」が始まって以来、約１５年が経過します。

また、同じ頃、北海道で「木育」が誕生し、林野庁においても教育活動の一環として「木育」の取り組みが

推進されています。 

現在では、毎年１０月の「木づかい推進月間」を中心に、全国で、自治体やＮＰＯ法人などの各種団体

により「木づかい」「木育」にかかる普及啓発の取り組みが行われており、各地における取り組みの中に

は、今後、木材利用の普及啓発を進めるにあたって、有益なことが数多く見出されています。 

今後、新たな普及啓発の取り組みを検討、または取り組みを拡大しようとする各種団体の参考のために

「木育」などの事例が取りまとめられ、平成３０年度当初に都道府県を通じて情報が提供されていますが、

８６％を山林・森林が占める本町での「木育」は、立ち遅れているように思います。 

「木育」とは、２００４年に北海道で生まれた新しい教育概念です。子どもの頃から、木を身近に触

れ、使ったりすることで、豊かな心を育てたいという想いから始まりました。単に、木をふんだんに生活の

中に取り入れることが「木育」ではありません。木を使用するだけでなく、そこから自然や環境、命にまで

意識を向けることが大切だと言われています。                                    

 昔の日本では、身の周りの多くの物に木が使われていました。家や家具は勿論のこと、子どもの“おもち

ゃ”も木で作られた物がほとんどでしたが、経済の高度成長とともに利便性が求められ、木の代わりにプラ

スチック製品が身の周りに溢れるようになりました。安価で軽く、扱い易いプラスチックは便利ですが、環

境にとって優しい素材ではありません。 

その様な中、改めて見直されているのが「木」の存在です。木には人へのさまざまな効能があることも知

られており、環境面や人への影響から生まれたのが「木育」という概念です。 

 近年、保育園や幼稚園では、教育に「木育」を取り入れるところが増えてきています。具体的な取り組み

としては、「園舎を木造にする」、「靴箱やロッカー、机や椅子などを木製にする」、「ツリーハウスやボ

ルダリングパネルなどを木製の遊具にする」、「積木や木の枝など木のおもちゃで遊ぶ」、「木の食器を使

う」、「自分で使う箸を手作りする」、「丸太切りや釘打ちなどの木工ワークショップをおこなう」、「園

庭で作物を育てる」、「種まきや収穫を通じて植物も生きていることを実感する」、「遠足や散歩で公園や

社寺・森林などに行き、木々や自然に触れる」、「木育インストラクターの資格を持つ人材の育成、導入し

た取り組みをおこなう」ことで子どもにさまざまな影響を与えることが解っています。 

また、「木育」が子育てに与える効果として、少なくとも本物の木と触れ合うことで３つの影響を得ら

れます。 

３つの影響とは、１つ目は「子どもの五感が刺激され好奇心・集中力が高まる」、幼児期は子どもの五

感の成長において非常に大切な時期です。この時期に木に触れ、木の匂いをかぎ、木目の美しさを眺めるこ

とで、子どもの敏感な五感は刺激され、発達します。木のおもちゃは、温もりがあり、手触りが心地良いた

め、子どもは飽きることなく、何時間でも遊び続けることができます。夢中になって遊ぶことで、好奇心が

持続し、集中力が高まる効果が期待できます。また、木にはリラックス効果もあり、ストレスを減少させ、

他にも免疫力が高まり、気持ちがポジティブになるなどの効能があるとされています。 

２つ目は「想像力が鍛えられ見立て遊びが得意になる」、受け身の姿勢でも遊べるゲームや複雑な仕組

みの玩具とは異なり、木のおもちゃは、子どものイマジネーションを育てます。丸や棒などの単純な形をし

ているものが多いため、子どもは工夫しなければ遊ぶことができません。考えて遊ぶことで子どもの想像力

は鍛えられます。「この丸い木はお皿」などと見立て遊びを覚え、子どもの想像力次第で無限大に遊びを広

げることが可能です。  

教 育 長 

産業環境課長 



３つ目は「自然と繋がり木のいのちを学ぶ」、身近で木製品を使用し、森の木々と触れ合うことで、命

を意識し、優しさや思いやりを育みます。「この木のおもちゃは、この森の木から作ったんだよ。」と教え

ることで、木の命の繋がりが理解できます。一例では、大きくなり過ぎた園庭の木を伐ることになった園・

学校では、子どもたちの手で「接ぎ木」をするワークショップを実施し、新たに芽吹く命を目にした子ども

たちは、命を繋いでいくことの大切さを学んでいます。 

校舎や家具などを木で揃え、子どもの五感は刺激され、想像力豊かに、主体的に考えることのできる子

に育つことが期待できる「木育」、幼稚園から中学校まで一貫した「木育」、家庭だけでなく地域社会で

「木育」に取り組むことで社会と繋がり、思いやりも育まれます。 

 本町でも、取り入れられている「木育」ですが、幼児期から中学校まで一貫しておこない、感性と想像力

を高め、命を大切にする人を育む多賀町を目指すための「木育」について教育長の考えをお伺いします。 

また、「木育」を通じて、山林・森林に興味を持ち、本町の将来を見据えた、山で働く人材の育成につい

て担当課長に伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山 口 久 男 

 

 

１．町財政につい 

  て 

① 令和２年度の税収の見込みは。 

 

② コロナ禍での減収補填の対象となる税目は。 

 

③ 町税を猶予した金額は。 

 

④ 水道事業において減収の見込みはあるのか。 

 

⑤ 税収減と減収補填債の活用は。 

 

⑥ 令和３年度予算においては、地方交付税、臨時財政対策債が増額となっているが、必要な財源は確保されたと

考えるのか。 

 

 

① ② ③ 

税務住民課長 

 

○4  

地域整備課長 

 

⑤ ○6  

総務課長 

２．幼児教育、 

保育について 

① 令和３年度の幼稚園、保育園、認定こども園の申し込み状況は。 

 

② 待機児童は解消されたのか。 

 

③ 保育士は確保されているのか。 

 

 

 

教育総務課長 

３．国民健康保険

税について 

① 多賀町における一人あたりの国民健康保険税はどうなるのか。 

  

② 多賀町における収納率と県が算定する納付金との関係はどうなるのか。 

 

③ 子どもの均等割の減免についての考えは。 

 

 

 

税務住民課長 

４．ごみ問題につ

いて 

① ごみの減量化、資源化の取り組みは。 

 

② 新ごみ処理場の建設に伴う、ごみの分別方法の変更はどうなるのか。 

 

③ 高齢者世帯にとってごみの分別と収集場所への持ち込みは大変であり、支援策の考えは。 

 

 

産業環境課長 

 



木 下 茂 樹 

 

 

 

 

１． 農業後継者

育成助成に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の基幹業でもある「農業」は、中山間地域のために単位面積は小区画・不整形な農地、１農地でも土

質の不均一、農地傾斜率は高く、核家族化による後継者不足から耕作者の高齢化、気温・水温・日照時間が

少ないなどの自然環境、猪・鹿・猿や鳥類による害獣被害の影響もあり、「中山間地域等直接支払制度」も

あるものの、後継者に大規模化への農地集約化、営農の安定的継続性も岐路に立たされています。 

 恵まれない条件を、少しでも逆手に取った『多賀そば・多賀にんじん』はブランド化により、本町の特産

物としての一面も見えてきていますが、『多賀そば・多賀にんじん』は生産が目的ではなく、食用米過剰生

産からくる水田再編対策である「転作」の副産でもあります。 

それに加え、自然環境の影響が大きく、収量・品質による不安定要素は大きく、一昨年のような超不作、低

品質の年も有り得ます。 

 本町で農産物の安定生産、所得向上には、種々の補助金・助成制度があり、営農組合・農事組合法人や集

落単位の組織化と、担い手によって賄われていますが、自営農業者年齢は、６０歳代後半とも言われ、８０

歳代もおられることからいつ何時、廃農されるかわからない状況でもあります。 

後継者が減少してしまうと、地域の行事、社寺の祭事(五穀豊穣祈願・感謝、祈願)などに影響を与え、地

域の存続に関わる現状があります。 

後継者育成には、安定した耕作地からの所得向上と、将来への展望が大きく関わっており、行政の後方支援

(バックアップ)は不可欠な条件となります。 

根本問題として「後継者育成」の中・長期的展望が必要です。 

 農業は自然相手で工場生産とは違い、気候・施肥・防除・収穫時期などの基礎知識や、収支、投資など農

業器機類の導入、省力化への計画性などの経済、資格取得や生産性・品質向上に向けた情報の収集・発信能

力など、新たな能力・資質も求められます。 

 平成３０年６月、令和２年９月議会において、現在の農業者、若い農業就業者への支援などについて質問

致しました。 

中・長期的に,集落単位での仕組みや世代を繋ぐ仕組みなどの施策はあるものの、根本的な若年後継者に就

農へのインセンティブには至っていません。 

 そこで、後継者育成の一環として、「県立農業大学校」(養成科・就農科)の活用に向け、本町農業で就業

を前提とした授業料支援や、農業用機械を運搬する「農業用牽引」免許受講など補助制度の検討について、

以上の観点から以下の見解を問います。 

 

① 県立農業大学校授業料支援の問題点は。 

 

② 資格収得への補助は。 

 

③ 担い手、営農組合、農事組合法人の若年者育成対策は。 

 

 

 

 

産業環境課長 



２．基幹町道の改

修と点検状況

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹町道である「小森池線」と「四手多賀北線」の路面状況は、大型トラックの多数通行や経年劣化によ

り、舗装面劣化や段差の発生、白線の消失などが激しく、安全・安定通行の危険性は増大しています。 

 四手多賀北線には、 道路下埋設に上・下水道、電力線があり、現在は路面が均平ではなく、定速・安定

走行ですら困難な状況となっています。 

事故の発生が少ないものの、 片側１車線の幅広い直進町道の無白線道路は、本町の道路管理が出来ていな

い象徴ではないかと感じざるを得ません。 

 自動運転技術により、前の走行車両に、適正な車間距離・速度、道路幅に応じた走行などで、安全走行と

人の過失運転を防ぐ装置と言われている「自動追尾・自動操縦」装置積載車が増えてきています。 

その基礎となるのが、センターラインと側道の白線であり、自動運転の普及に道路管理者側が自動ブレー

キをかけている状況と言えます。 

道路状況管理の徹底調査、改修計画が急がれます。 

幹線町道管理に多大な予算の計上を要する状況ならば、通行量も勘案し県道への格上げを長期的に目指すべ

きではないでしょうか。 

 もう一点、国道３０６号線沿い採石場からの大型牽引車(２２輪車)は、日曜日を除き早朝から多数通行

し、路面の損傷も激しい状況です。 

通行区間は限定される事から、舗装路修繕も地元要望からだけでなく、県に自主点検と早期の再舗装をすべ

きと、強く要望すべきではないでしょうか。 

国道３０６号線と幹線町道２路線の合流交差点の信号設置は、富永議員が再三にわたり一般質問、要望をさ

れていますが、大型車両、危険物積載車、他県車両の通行も多く、交差点が広いため危険性は非常に高く、

単に「信号設置は通行車両の総台数で決められるものではない」と県に認識してもらう要望も必要です。 

また、４月になれば、国道３０６号線の冬期通行止めも解除され、大型トラックや行楽の通行台数の増大

も予想されます。 

仮称「多賀スマートインターチェンジ」の開通により、不慣れな通行車も増えることから、事故の可能性も

高まります。早期の信号設置が望まれます。 

 そこで、以上の観点から、基幹町道の対応と計画、方向性について、以下の見解を問います。 

 

① 基幹町道の修復・舗装・白線計画は。  

 

② 国道３０６号線と幹線町道２路線の合流交差点の通常信号設置は。 

 

  

 

 

 

 

地域整備課長 

 



菅 森 照 雄 

 

 

 

 

 

１．新型コロナワ

クチンの予防

接種について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年に、新型コロナウイルス感染症が発症し、１年が経過しました。今日に至るまで、薬はなく、目に

見えないウイルスと闘うため、３密対策をはじめとするさまざまな感染対策が講じられてきました。 

この間、全国一律の緊急事態宣言が発出された時もあり、その後、都市部での緊急事態宣言が発出され

る中、第３波がようやく落ち着いてきているように見えますが、未だに収束の目途には至っていません。

第４波も想定される情勢の中、新型コロナワクチンが開発され、順次、ワクチン接種が始まろうとしてい

ます。 

本町においても、国の計画に基づき、ワクチン接種の対策チームが設置され、過去に例のない経験の

中、接種の計画、準備に苦労、努力されています。 

現段階での接種計画は、２月下旬から４月までの間に医療従事者、４月からは６５歳以上の約２,６０

０人を対象に、週４日、１日１５０人、また、６月から基礎疾患のある方、１６歳以上の方を対象に、い

ずれも「ふれあいの郷」を会場に集団接種で実施すると説明を受けています。 

今、住民の皆さんは、ワクチン接種に関心を持たれています。現段階の計画の中、報道にもありますよ

うに、ワクチンの供給が遅れることも懸念されますが、準備、体制は万全でなければならないと考えま

す。 

そこで、以下の点について伺います。 

 

① 接種にあたる医師４名、看護師８名は確保できているのか。 

 

②国では、個人の健康を把握されている開業医、かかりつけの医療機関での個別接種も考えているが、

本町は集団接種のみか。 

 

③一概に６５歳以上としても、中には１００歳を超えておられる方もいる。ワクチン接種の優先度の考

えは。 

 

④ 高齢者のみの世帯、ひとり暮らしなど移動手段のない方の「ふれあいの郷」への送迎、支援の考えは。 

 

⑤ ワクチンの接種率が６割から７割で効果があると言われているが、本町での接種に対する取り組み

は。 

 

 

 

 

 

福祉保健課長 

 

 



川 添 武 史 １．令和３年度一

般会計予算全

般について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執行者におかれては、コロナ禍での新年度予算の編成に大変、苦労されたことと承知していますが、予

算全般について伺います。 

 先ず、令和３年度の一般会計の総額は、４８億４００万円と、令和２年度の当初予算と比較して、２,４

００万円の増額、率にして０.５％増である。しかし、令和２年度は、補正予算が度々あり、９月の第３回

議会定例会の時点では、６０億円を超え、この額と比較すると約１２億円の減額となる。 

 国の予算は、７年連続しての増額、令和３年度は１０５兆４,０００億円の概算予算であり、また県の予

算は６,６７０億円と過去、最大の規模となっている。 

 本町では、（仮称）多賀スマートインターチェンジ整備事業、都市公園の整備事業、（仮称）久徳認定

こども園整備事業などの大規模事業を進めることになるが、他にも住民の皆さんが求めている事業は数多

くあり、思い切った予算を編成することはできなかったのか。 

 

副 町 長 

２．令和３年度予

算における新

型コロナウイ

ルス感染症対

策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度予算では、新型コロナウイルス感染症にかかる予算が計上されていないが、未だに、観光

業、飲食業、建設業関係の経営、生活は大変な状況である。 

「持続化給付金」を申請し、給付を受けていても仕事がなく、今後、令和２年度以上に深刻な状況とも

言われており、小規模事業者を支援する施策が必要であるが、支援、対策について予算を編成することが

できなかったのか。 

 

町   長 

 



清 水 登久子 

 

 

 

 

 

１．ひとり暮らし

の方の見守り

について 

私事になりますが、この 1月に他府県の警察署から遠縁の８０歳代の女性が孤独死となり、確認に来て

ほしいとの連絡を受け、コロナ過ではありますが、事が事なだけに不安を感じながらも出向きました。 

この女性は、５・６年前にご主人に先立たれ、子どもは居られず、兄弟姉妹とも６０年以上の交流がな

く、全くの独り身の方でした。何故、私に連絡が来たのかについて尋ねたところ、市役所で保管していた

年賀はがきに私のものがあったようです。 

私は、この女性の家を訪れたことはなく、場所も分からないので、警察の方に連れて行ってもらいまし

た。家に上がる時には、長靴、布製の手袋の上に、更にナイロン製の手袋を貸してくださり、小さな家で

すが、土間に履物の一つも見えず、新聞やその他のごみが積み上がり、その上を歩こうにも腰を屈めて入

らないと鴨居にあたり、中は暗く、電気すらまともに点かない状態で、悪臭とおむつの山に言葉も出ず、

到底、人の住んでいる所には感じられませんでした。 

亡くなられた時は、この部屋で、布団もなく、着の身着のまま、雨合羽を羽織り、寒さに耐えきれず、

お風呂にさえ入れていない、悲惨な状態であったと十分に想像できました。 

この女性は、生活保護を受けていたわけではありません。介護保険の１号被保険者で、介護保険料も他

の税金も納められていました。また、いつ頃に発症したかは分かりませんが、おそらくご主人が亡くなる

前後に認知症を患い、徐々に悪化したようです。 

田舎なら、隣り近所の方が、異変があれば何らかの形で役所とかに相談してもらえたかもしれません

が、この女性が住んでいた所は、誰も気付かなかったようです。民生委員、福祉関係の方が、亡くなる 1

週間前ぐらいにお医者さんに一緒に行き、診てもらうように話しをされたが、断られたようです。他に

も、お弁当を何度か届けたと言われていましたが、酷い状態になっていたことは、もっと以前から解って

いたと思います。 

家の状態から、物を持ち出すのは不可能で、誰も探すことはできない、家に入ることすら嫌だと思われ

る状況で、市役所に保管されていた私の連絡先は、かなり以前のものと思います。 

亡くなられてからの連絡ではなく、もっと早くに知らせがあれば、少しは救われたかもと感じますが、

身寄りがない人は、お金や財産があっても、お葬式もしてもらえず、遺骨さえも無縁墓地に埋葬され、ご

主人や親族の眠る所に葬ってあげたくても今となっては、何もできません。 

日本国憲法では、２５条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、

同じく第２項に「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない。」となっていますが、私の経験は、この条文より著しく、かけ離れたもので、憤

りすら感じました。 

そこで、私たちの町、多賀町ではこのようなことがないのか、起こらないのか、次の件について伺いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健課長 



① 本町でも、「ひとり暮らし」をされている方がおられます。「ひとり暮らし」の方を把握して     

いますか。その内、６５歳以上の方は何人ぐらいですか。また、男性、女性の人数は、それぞれ何人ぐ

らいですか。 

 

② 高齢者のみの世帯数を把握していますか。 

 

③ 高齢者の方で、身体が不自由な人、また認知症を患っておられる方などを把握していますか。  

 

④「ひとり暮らし」をされている方の中には、他の人との関わりを嫌う方もおられますが、町はどの様

に考えていますか。 

 

⑤ コロナ過、高齢者だけでなくても「ひとり暮らし」をされている方もおられると思います 

が、相談する人はいるのですか。 

 

⑥ 本町でも、過去に孤独死の方がおられますが、孤独死を防ぐための取り組みは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


